
          

平
成
27
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料 

４
月
か
ら
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

１
万
５
，
２
５
０
円
（
月
額
）
で
、
前

年
度
（
１
万
５
，
５
９
０
円
）
よ
り
３

４
０
円
高
く
な
り
ま
し
た
。 

 

平
成
27
年
度
の
老
齢
基
礎
年
金
額 

 

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
の
40

年
間
保
険
料
を
納
め
た
場
合
の
満
額
の

年
金
額
は
78
万
１
０
０
円
で
す
。 

 

年
金
額
は
物
価
に
応
じ
て
変
更
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
平
成
12
年
度
か
ら
14
年

度
に
物
価
が
下
落
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
年
金
を
据
え
置
き
ま
し
た
。
そ
の
た

め
、
平
成
25
年
９
月
ま
で
の
年
金
額
は

本
来
よ
り
高
い
水
準
で
支
払
わ
れ
て
い

ま
し
た
。 

平
成
25
年
か
ら
27
年
度
で
段
階
的

に
解
消
し
て
い
る
た
め
年
金
額
が
調
整

さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

                   

保
険
料
の
納
付
に
困
っ
た
ら 

 

経
済
的
に
保
険
料
を
納
め
る
の
が
困

難
な
人
な
ど
の
た
め
に
、
免
除
制
度
な

ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

保
険
料
が
未
納
の
ま
ま
だ
と
、
老
後

の
年
金
だ
け
で
な
く
、
若
い
と
き
に
も

支
給
さ
れ
る
障
害
基
礎
年
金
な
ど
が
受

け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
納
付

に
困
っ
た
ら
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。 

 

な
お
、
免
除
制
度
な
ど
を
受
け
る
た

め
に
は
、
必
ず
確
定
申
告
が
必
要
で
す
。 

 

確
定
申
告
が
な
い
場
合
は
、
窓
口
で

し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
年
金
見
込

額
試
算 

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
で
年
金
見
込

額
試
算
を
利
用
す
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

働
き
方
に
よ
る
年
金
見
込
額
を
試
算
し
、

比
較
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
今

後
の
人
生
設
計
に
役
立
て
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。 

         

今
後
の
働
き
方
に
応
じ
た
年
金
見
込
額

の
試
算 

年
金
見
込
額
試
算
で
は
、
退
職
時
期

な
ど
、
今
後
の
働
き
方
に
関
す
る
情
報

を
入
力
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
で
年
金

見
込
額
が
試
算
さ
れ
ま
す
。 

い
く
つ
か
の
簡
単
な
質
問
に
答
え
る

こ
と
で
、
年
金
見
込
額
が
試
算
さ
れ
ま

す
。 た

だ
し
、
す
で
に
老
齢
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
は
、
こ
の
年
金
見
込
額
試

算
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
働
き
続
け
て
い
た
り
、
失
業

手
当
（
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
）
を
受

給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
年
金
の
支
給
が

停
止
さ
れ
て
い
る
人
も
こ
の
年
金
見
込

額
試
算
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。 な

お
、
年
金
見
込
額
試
算
の
結
果
に

つ
い
て
は
、
次
の
点
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。 

○
こ
の
試
算
は
、
個
人
の
情
報
に
基
づ

い
て
提
供
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

配
偶
者
や
扶
養
者
な
ど
の
情
報
は
試

算
に
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。 

○
共
済
組
合
な
ど
の
加
入
期
間
は
、
こ

の
試
算
の
対
象
に
は
含
ま
れ
て
い
ま

せ
ん
。 

「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」 
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◇
お
問
い
合
わ
せ
先 

住
民
課
戸
籍
年
金
医
療
グ
ル
ー
プ 

電
話
34
‐
２
１
２
１
内
線
４
１
３ 

日
本
年
金
機
構 

旭
川
年
金
事
務
所 

電
話
０
１
６
６
‐
72
‐
５
０
０
２ 

平成 27 年 4 月からの年金額一覧 

平成 27 年 4 月～ 

国民年金 年額 月額 

老齢基礎年金 
 

780,100 円 65,008 円 

障害基礎年金 (1 級) 975,100 円 81,258 円 

 
(2 級) 780,100 円 65,008 円 

遺族基礎年金 (子 1 人) 1,004,600 円 83,716 円 

 
基本 780,100 円 65,008 円 

 
加算 224,500 円 18,708 円 

3 子以降の加算 
 

74,800 円 6,233 円 

 


